
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
継
続
利
用
に
関
す
る
事
項

一

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
等
が
最
初
の
転
入
届
又
は
最
初
の
世
帯
員
に
関
す
る
転
入
届
を
し
た

場
合
に
、
転
出
地
市
町
村
長
か
ら
転
入
地
市
町
村
長
へ
通
知
す
る
事
項
と
し
て
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
管
理
の
た
め

に
必
要
な
事
項
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
の
三
関
係
）

二

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
継
続
利
用
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
市
町
村

長
が
行
い
、
又
は
交
付
市
町
村
長
に
対
し
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
住
所
地
市
町
村
長
が
行
い
、
又
は
住
所
地

第
三
十
条
の
十
五
、
第
三
十
条
の
十
七
～
第
三
十
条
の
十
九
関
係
）

市
町
村
長
に
対
し
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

三

転
出
届
を
し
て
転
出
を
し
た
場
合
（
国
外
に
転
出
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
失
効
し
な

い
こ
と
と
す
る
等
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
失
効
す
る
場
合
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
の
二
十
関
係
）

四

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
、
交
付
市
町
村
長
で
は
な
く
住
所
地
市
町
村
長
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
国
外

に
転
出
を
し
た
場
合
等
住
所
地
市
町
村
長
に
返
納
で
き
な
い
場
合
に
は
、
直
前
の
住
所
地
市
町
村
長
に
返
納
す
る
も
の
と



す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
二
十
一
関
係
）

五

交
付
市
町
村
長
が
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
返
納
命
令
を
、
住
所
地
市
町
村
長
が
行
う
も
の

と
す
る
と
と
も
に
、
返
納
命
令
が
で
き
る
場
合
と
し
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

返
還
が
錯
誤
に
基
づ
き
、
又
は
過
失
に
よ
っ
て
さ
れ
た
場
合
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
二
十
二
関

係
）

六

交
付
市
町
村
長
が
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
効
力
を
失
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
等
の
都
道

府
県
知
事
へ
の
通
知
を
、
住
所
地
市
町
村
長
又
は
直
前
の
住
所
地
市
町
村
長
が
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
の
継
続
利
用
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
転
出
地
市
町
村
長
及
び
転
入
地
市
町
村
長
か
ら
都
道
府
県
知
事
に
通
知

を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
二
十
四
関
係
）

七

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

外
国
人
住
民
の
特
例
に
関
す
る
事
項

一

外
国
人
住
民
の
世
帯
主
と
の
続
柄
の
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
の
二
十
五
関
係
）



１

世
帯
主
で
な
い
外
国
人
住
民
と
そ
の
世
帯
主
（
外
国
人
住
民
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
親
族
関
係

に
変
更
が
な
い
場
合

２

世
帯
主
で
な
い
外
国
人
住
民
と
そ
の
世
帯
主
と
の
親
族
関
係
の
変
更
に
係
る
戸
籍
に
関
す
る
届
書
、
申
請
書
そ
の
他

の
書
類
が
市
町
村
長
に
受
理
さ
れ
て
い
る
場
合

二

外
国
人
住
民
の
世
帯
主
と
の
続
柄
を
証
す
る
文
書
の
提
出
を
要
し
な
い
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
二
十
六
関
係
）

１

世
帯
主
で
な
い
外
国
人
住
民
と
そ
の
世
帯
主
と
の
間
に
親
族
関
係
が
な
い
場
合

２

世
帯
主
で
な
い
外
国
人
住
民
が
そ
の
世
帯
主
に
関
す
る
転
出
届
に
併
せ
て
転
出
届
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
世

帯
主
で
な
い
外
国
人
住
民
が
当
該
世
帯
主
に
関
す
る
転
入
届
に
併
せ
て
転
入
届
を
す
る
と
き
（
当
該
世
帯
主
が
世
帯
主

と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
。

３

世
帯
主
で
な
い
外
国
人
住
民
が
そ
の
世
帯
主
に
関
す
る
転
居
届
に
併
せ
て
転
居
届
を
す
る
場
合
（
当
該
世
帯
主
が
世

帯
主
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）

４

世
帯
主
で
な
い
外
国
人
住
民
が
そ
の
世
帯
に
属
す
る
他
の
外
国
人
住
民
に
関
す
る
転
入
届
又
は
転
居
届
に
併
せ
て
転



入
届
又
は
転
居
届
を
す
る
場
合
（
当
該
他
の
外
国
人
住
民
が
世
帯
主
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
他
総
務
省
令
で
定

め
る
場
合
に
お
い
て
、
世
帯
主
で
な
い
外
国
人
住
民
と
そ
の
世
帯
主
と
の
親
族
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
市

町
村
長
が
認
め
る
と
き
。

三

外
国
人
住
民
に
対
し
交
付
さ
れ
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
、
第
三
十
条
の
十
六
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
在
留
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
て
い
る
在
留
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
等
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
二
十
七
関
係
）

四

外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
必
要
な
読
替
え
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
の
二
十
八
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他
の
事
項

一

住
民
基
本
台
帳
法
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
指
定
都
市
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

施
行
期
日
等
に
関
す
る
事
項



一

こ
の
政
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

１

第
二
及
び
第
三
の
一
の
う
ち
外
国
人
住
民
に
係
る
事
項
並
び
に
第
四
の
三
か
ら
五
ま
で

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
以
下
「
入
管
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
一
号
施
行
日
」
と
い
う
。

）
２

第
三
の
二
、
第
四
の
二
及
び
六

公
布
の
日

二

仮
住
民
票
の
記
載
、
消
除
又
は
記
載
の
修
正
そ
の
他
の
仮
住
民
票
に
関
し
必
要
な
事
項
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
～
第
七
条
関
係
）

１

市
町
村
長
は
、
仮
住
民
票
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

仮
住
民
票
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
七
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
の
表
中
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
、
必
要
な
読
替
え
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

３

市
町
村
長
は
、
第
一
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
各
号

か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、

仮
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と

仮
住
民
票
を
消
除
し
、

記
載
の
修
正
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

き
は
、
仮
住
民
票
の

４

市
町
村
長
は
、
仮
住
民
票
の
記
載
、
消
除
又
は
記
載
の
修
正
に
際
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
調
査
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

市
町
村
長
等
は
、
仮
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
漏
え
い
、
滅
失
及
び
き
損
の
防
止
そ
の
他
の
仮
住
民
票
に

記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

入
管
法
等
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
さ
れ
て
い
る
外
国
人
登
録
証
明
書
は
、

在
留
カ
ー
ド
と
み
な
し
て
、
第
二
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
八
条
関
係
）

四

外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
票
コ
ー
ド
の
記
載
に
関
す
る
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第

九
条
関
係
）

五

住
所
を
変
更
し
た
外
国
人
住
民
に
係
る
市
町
村
長
の
通
知
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
特
例
を
定
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
関
係
）



六

第
四
の
二
及
び
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
指
定
都
市
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関

係
）

七

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


